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　竜崎温泉潮風の湯指定管理者選定委
員会（河村誠治委員長・山口大学経済
学部教授）は２月 28 日、竜崎温泉潮
風の湯の指定管理者の選定に係る報告
書を椎木町長に提出しました。
　町では３月議会で、優先交渉権者の
指定の議決を受け、施設の指定管理者
に指定することとしています。

指定管理者選定委員会
　  町長へ報告書を提出

　町立日良居保育所の運営が、４月１日から、指定管理に移行され
ます。
　町では、保育士がかわることによる子どもたちへの影響の軽減と
円滑な移行のために、平成 23年７月から平成 24年３月までの９か
月間にわたり、町と指定管理者による引継ぎ・共同保育を実施し、
保育の質の向上に努めてまいりました。
　この度の指定管理への移行は、町立保育所では実施できなかった
延長保育等の特別保育事業の推進や送迎バスの運行など、多様な保
育ニーズに迅速かつ柔軟に対応するとともに、質の高い保育サービ
スを長期にわたり安定的に提供するものです。
　なお、指定管理移行後も、名称は「町立日良居保育所」のままで、
設置者も「周防大島町」で変更はありません。

◆指定管理者
　特定非営利活動法人　しらとり会
◆指定期間
　４月１日から平成 27年３月 31日まで
◆定員　30名
◆問い合わせ
　福祉課　
　☎０８２０（７７）５５０５

指　定　管　理　者　制　度
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町立日良居保育所の運営が指定管理となります

◆問い合わせ　
　商工観光課　
　☎０８２０（７９）１００３

▲河村委員長（写真右）から、椎木

町長へ報告書が提出されました。


